
 
                                     資料編 

82 

 

資 料 編 
基本用語の説明 

   

市国民保護計画で使用する主な用語の意義について定める。 

 

この計画における主な用語は、次のとおりとする。 

用  語 意    義 

武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 

武力攻撃事態 

 

武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫し

ていると認められるに至った事態をいう。 

武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測され

るに至った事態をいう。 

武力攻撃事態等 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。 

武力攻撃災害 

 

武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、

放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。 

緊急対処事態 

 

 

 

 

武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生

した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認めら

れるに至った事態（後日対処基本方針において武力攻撃事態であること

の認定が行われることとなる事態を含む。）で、国家として緊急に対処

することが必要なものをいう。 

事態認定 

 

武力攻撃事態であること、武力攻撃予測事態であること又は緊急対処事

態であることを政府が認定することをいう。 

対処基本方針 

 

 

 

武力攻撃事態等に至ったとき、武力攻撃事態等における我が国の平和と

独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（平成１５年法律第７

９号。以下「事態対処法」という。）に基づき政府が定める武力攻撃事

態等への対処に関する基本的な方針をいう。 

対処措置 

 

 

対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、

地方公共団体又は指定公共機関が事態対処法の規定に基づいて実施す

る措置をいい、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する侵害

排除活動及び国民保護措置などがある。 

国民保護措置 

 

 

 

 

国民保護法における「国民の保護のための措置」をいい、具体的には、

武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃

が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合においてその影響が最小

となるようにするための措置をいう（例：住民の避難、避難住民等の救

援、武力攻撃災害への対処に関する措置等） 
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用  語 意    義 

国の対策本部 

 

事態対処法に基づき対処基本方針を定められたときに、内閣に設置する

武力攻撃事態等対策本部をいう。 

国の対策本部長 

 

事態対処法に基づく国の対策本部の長をいい、内閣総理大臣（内閣総理

大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣）をもって

充てる。 

基本指針 

 

 

国民保護法における「国民の保護に関する基本指針」をいい、政府が、

武力攻撃事態等に備えて、国民の保護のための措置に関してあらかじめ

定める基本的な指針のことをいう。指定行政機関及び都道府県が定める

国民保護計画並びに指定公共機関が定める業務計画の基本となる。 

国民保護計画 

 

 

指定行政機関、都道府県及び市町村が、それぞれ実施する国民保護措置

の内容及び実施方法などに関して政府の定める基本指針に基づき定め

る「国民の保護に関する計画」をいう。 

国民保護協議会 

 

都道府県又は市町村における国民の保護のための措置に関する重要事

項を審議するとともに、国民保護計画を作成するための諮問機関となる

協議会をいう。 

地方公共団体 

 

普通地方公共団体である都道府県及び市町村と特別地方公共団体であ

る特別区、地方公共団体の組合などをいう。 

指定行政機関 

 

 

 

事態対処法及び武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国

及び国民の安全の確保に関する法律施行令（平成１５年政令第２５２

号。以下「事態対処法施行令」という。）で定める中央行政機関をいう。 

指定地方行政機関 事態対処法及び事態対処法施行令で定める指定行政機関の道内地方支

分局等をいう。 

指定公共機関 

 

 

事態対処法及び事態対処法施行令で定める公共的機関（日本銀行、日本

赤十字社など）又は電気、ガス、輸送、通信などの公益的事業を営む法

人をいう。 

指定地方公共機関 

 

道の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を

営む法人等で、国民保護法の定めにより、あらかじめ当該法人の意見を

聴いて知事が指定するものをいう。 

国民保護業務計画 

 

指定公共機関及び指定地方公共機関が、それぞれ実施する国民保護措置

の内容及び実施方法などに関して定める「国民の保護に関する業務計

画」をいう。 

道対策本部 

 

国民保護法に基づき、道が設置する都道府県国民保護対策本部をいい、

政府が閣議決定し該当する都道府県を指定する。 
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用  語 意     義 

道対策本部長 道対策本部の長をいい、国民保護法に基づき、知事をもって充てる。 

市対策本部 

 

国民保護法に基づき、市が設置する市町村国民保護対策本部をいい、

政府が閣議決定し該当する市町村を指定する。 

市対策本部長 市対策本部の長をいい、国民保護法に基づき、市長をもって充てる。 

ＮＢＣ攻撃 

 

核兵器（ Nuclear weapons）、生物兵器（Biological weapons ）又は

化学兵器（Chemical weapons ）による攻撃をいう。 

ダーティーボム 放射性物質を散布することにより、放射能汚染を引き起こすことを意

図した爆弾をいう。 

生活関連等施設 

 

 

 

国民生活に関連を有する施設で、発電所、浄水施設などその安全を確

保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められ

るもの、又は、危険物質等を貯蔵しているなどその安全を確保しなけ

れば周辺の地域に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる施設

をいう。 

自主防災組織 

 

災害の発生・拡大（特に大規模災害時）による被害を防止し、軽減す

るために地域住民が連帯し、協力し合って「自らのまちは自ら守る」

という住民の隣保協同の精神により、効果的な防災活動を実施するこ

とを目的として結成された自発的な防災組織をいう。 
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【帯広市国民保護計画】 

 平成１９年 ３月   帯広市国民保護計画策定 

 平成３０年 ４月改訂 情報伝達手段としてＪ－ＡＬＥＲＴの記述を追加 

            市の機構改革及び消防組織の広域化に伴う変更 等 

 平成３１年 ４月改訂 北海道国民保護計画の記載に合わせた変更 

 令和 ２年 ５月改訂 市の組織再編に伴う変更 

 令和 ３年 ３月改訂 緊急情報一斉伝達システム導入に伴い記述を追加 等 

 令和 ５年 ４月改訂 字句修正等 

 令和 ６年 ２月改定 機構改革等に伴う修正 

 令和 ８年 ６月改訂 北海道国民保護計画の記載に合わせた変更 


